
2021-22 年度 国際ロータリー第 2660地区 
クラブ 少年奉仕合同委員 （Zoomオンライン）会議 

日時：2021 年 8 月 28 日 (土) 13:30～16:20 
司会：地区青少年奉仕統括委員会 幹事 山本 和良

（敬称略）

No. 発表 担当者 RC 

1 開会・資料確認・出席者紹介 青少年奉仕統括委員会 幹事 山本 和良 大阪南 

2 開会挨拶 ガバナー 吉川 秀隆 大 阪 

3 趣旨説明 青少年奉仕統括委員会 委員長 宮里 唯子 茨木西 

4 

ローターアクトを深く理解する為の 

My Rotary 活用法 
地区ローターアクト委員会 委員長  樋口 晃 大阪西南 

「ＴＲＹ 人生を変える瞬間」 RA 地区代表 重留 里咲 大阪中央 RAC

ローターアクトの広報について RA 地区広報委員長 岡本 千代恵 大阪西南 RAC

5 ｲﾝﾀｰｱｸﾀーからﾛｰﾀﾘｱﾝへ（繋ぐ） 地区インターアクト委員会 委員長 浜田 厚男 高槻 

6 青少年交換とホストファミリーバンク 地区青少年交換委員会 委員長 和泉谷 研 大阪帝塚山

休 憩 （10 分） 

7 

RYLA セミナー 地区 RYLA委員会 委員長 田原 さおり 東大阪東 

Team RYLA について Team RYLA 代表 徳山 勝浩 ‐

2021-22 秋の RYLA セミナー 地区 RYLA 委員会 委員 佐藤 剛司 摂津 

2021-22 春の RYLA セミナー 地区 RYLA 委員会 副委員長 粟村 卓家 大阪西 

8 
第 2660 地区 学友会 地区学友委員会 委員長 瓦谷 勝 大阪西南

学友会の 2021-22 年度活動 地区学友会 会長 河田 恵樹 ‐

9 
ロータリー青少年のための危機管理 

「我が子と思え」 

-それが青少年を危機から護り、人権を護る- 

青少年奉仕統括委員会／ 

RIJYEM＊ アドバイザー 
近藤 眞道 高槻西 

10 講評と閉会挨拶 地区委員会顧問／PDG 四宮 孝郎 大阪西南 

＊  RIJYEM= RI Japan Youth Exchange Multi District organization(一般社団法人国際ロータリー(RI)日本青少年交換多地区合同機構) 

Rotary International District 2660 
Service Above Self - One Profits Most Who Serves Best



《 配布資料 》

① …出席者一覧（地区関係者） 

② …出席者一覧（クラブ） 

③ …ビジュアルアイデンティティのガイド（ロータリーの青少年プログラム） 

④ …ロータリー賞の目標と達成のワークシート（ローターアクト） 

⑤ …ロータリー賞の目標と達成のワークシート（インターアクト） 

⑥-1 …青少年交換委員会報告資料 

⑥-2 …青少年交換短期交換プログラム参加申請書（抜粋） 

⑥-3 …ホストファミリー・バンク登録へのお誘い 

⑥-4 …2019-20年度 青少年交換派遣生報告書 
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（敬称略）

吉川　秀隆 大阪 インターアクト委員会 委員長 浜田　厚男 高槻

高島　凱夫 大阪中之島 副委員長 曽家　清弘 八尾

片山　勉 大阪東 副委員長 高原　誠一郎 池田くれは

山本　博史 大阪南 副委員長 檜皮　悦子 大阪中之島

四宮　孝郎 大阪西南 委員 中崎　諭 大東

簡　仁一 茨木 委員 近藤　菜穂子 大阪ネクスト

宮里　唯子 茨木西 委員 福田　治夫 守口イブニング

延原　健二 大阪大淀 委員 山中　直理 大阪

森本　匡昭 大阪城北 委員 北村　太作 大阪北梅田

大谷　隆英 大阪柏原 委員 大東　俊也 大阪城北

東村　高良 大阪うつぼ 委員 大田　仁司 大阪天王寺

吉村　昭 大阪平野

神寳　敏夫 大阪梅田 学友委員会 委員長 瓦谷　勝 大阪西南

伊藤　智秋 高槻 副委員長 磯田　郁子 大阪東淀ちゃやまち

塩谷　眞治 大阪東 副委員長 吉﨑　広江 東大阪東

伴井　敬司 大阪難波 委員 三好　えり子 大阪そねざき

若宮　邦弘 大阪天王寺

早嶋　茂 大阪 青少年交換委員会 委員長 和泉谷　研 大阪帝塚山

下條　泰利 大阪南 副委員長 松吉　冨美彦 くずは

地区研修委員会　 委員 新堂　博 大阪城北 副委員長 （望田　成彦） 摂津

地区研修委員会　 委員 中島　清治 大阪天満橋 副委員長 清水　一人 大阪難波

地区研修委員会　 委員 樋口　信治 大阪 副委員長 久松　秀雄 大阪御堂筋本町

地区研修委員会　 委員 藤井　眞澄 大阪南 委員 吉田　悦治 大阪中央

地区研修委員会　 幹事 清水　久博 大阪南 委員 土方　慶之 茨木

青少年奉仕統括委員会
RIJYEM アドバイザー 近藤　眞道 高槻西 委員 水谷　佳代 大阪西南

井戸　剛 大阪 委員 船山　尊代 大阪水都

生駒　伸夫 大阪 委員 廣田　亮彦 大阪北梅田

小泉　祐助 大阪

奥田　吾朗 大阪 ローターアクト委員会 委員長 樋口　晃 大阪西南

山本　和良 大阪南 副委員長 仲西　良浩 大阪天満橋

新開　隆浩 大阪南 副委員長 伊藤　勝彦 大阪南

岡部　倫正 大阪城南 副委員長 橋本　昌也 池田

後藤　謙治 大阪南 副委員長 児林　秀一 八尾

津村　昌明 茨木西 委員 山本　貴雄 箕面

梅崎　道夫 大阪城南 委員 中嶋　茂夫 大阪中央

河合　一人 高槻 委員 向井　玄人 大阪帝塚山

松下　浩章 高槻 委員 松本　かおり 守口

小阪　大輔 高槻 委員 大槻　恭介 八尾

湯木　尚二 大阪 委員 岡本　忠志 大阪水都

競　耕三 茨木西

望田　成彦 摂津 RYLA委員会 委員長 田原　さおり 東大阪東

柳山　稔 東大阪西 副委員長 友田　昭 八尾

髙士　誠司 大阪西北 副委員長 神藤　佳浩 大阪南

副委員長 小林　大介 大阪平野

副委員長 粟村　卓家 大阪西

委員 佐藤　剛司 摂津

委員 森田　亮介 豊中千里

委員 橋本　友三 大阪東南

I.M.第4組ガバナー補佐エレクト

次年度地区代表幹事

I.M.第3組ガバナー補佐エレクト
危機管理委員会　副委員長

I.M.第2組ガバナー補佐エレクト

I.M.第3組ガバナー補佐

I.M.第4組ガバナー補佐

I.M.第1組ガバナー補佐エレクト

I.M.第5組ガバナー補佐

I.M.第6組ガバナー補佐

2021-22年度　クラブ青少年奉仕合同委員長会議　出席者一覧表①

ガバナー

パストガバナー

危機管理委員会　委員長
パストガバナー

ガバナーノミニー
I.M.第1組ガバナー補佐

青少年奉仕統括委員会　委員長
ガバナーエレクト

直前ガバナー

パストガバナー

パストガバナー

次年度地区幹事

I.M.第6組ガバナー補佐エレクト

地区代表幹事

青少年奉仕統括委員会　幹事
次年度地区副代表幹事

次年度地区財務委員長

次年度地区常任幹事

地区副代表幹事

地区副代表幹事

地区常任幹事

地区常任幹事

次年度地区幹事

次年度地区幹事

次年度地区幹事

次年度地区幹事

次年度地区幹事

次年度地区常任幹事

次年度地区常任幹事

次年度地区幹事

次年度地区幹事

次年度地区幹事
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（敬称略）

IM クラブ名 2021-2022　青少年奉仕担当者
（代理の方含む）

IM クラブ名 2021-2022　青少年奉仕担当者
（代理の方含む）

池田 （橋本　昌也） 茨木 殿村　昌弘／（土方　慶之）

池田くれは 坂田　妙子／今井　卓哉 茨木東 中田　有紀

箕面 三上　智子 茨木西 （競　耕三）

箕面千里中央 欠席 大阪東淀ちゃやまち （磯田　郁子）

大阪水都 欠席 大阪淀川 川合　雄冶／今城　賢

大阪中央 （中嶋　茂夫） 千里 丸岡　敏明

大阪北梅田 榮野　隆 千里メイプル 水島　洋

大阪北 三宮　正裕 摂津 （望田　成彦）

大阪大淀 欠席 新大阪 松川　雅典

大阪そねざき （三好　えり子） 吹田 早﨑　明

大阪梅田 中島　賢一 吹田江坂 船崎　敏伸／木元　香織

大阪梅田東 欠席 吹田西 瀬川　昇

豊中 吉川　秀樹 高槻 （浜田　厚男）

豊中千里 若井　幸俊 高槻東 山西　陽祐／瀧井　斉

豊中南 水野　茂 高槻西 三好　誠／（近藤　眞道）

大東 中野　隆二 東大阪 美濃　弘和

大東中央 岡橋　由佳 東大阪東 森本　竜一

枚方 吉田　収／鹿浦　佳子 東大阪西 藤原　史嗣

門真 濱中　早苗 東大阪中央 岡本　慎一

交野 西田　輝／太田耕太郎 東大阪みどり 阪田　克英

香里園 金剛　照祐 大阪柏原 菰田　修己

くずは 大橋　智洋 大阪御堂筋本町 （久松　秀雄）

守口 松本　誠也 大阪難波 福田　忠

守口イブニング 北山　展弘 大阪ネクスト 中川　順子

寝屋川 向井　弘 大阪南 寺川　明宏

大阪東 山本　博之／池本　修 八尾 稲田　賢二

大阪城東 柳瀨　寛之 八尾中央 露原　行隆

大阪城北 稲富　修 八尾東 上山　惣太

大阪鶴見 源　　壽美子 大阪 （山中　直理）／新居　勇子

大阪堂島 石津　茂貴 大阪イブニング 奥　公男

大阪フレンド 高田　利美 大阪平野 吉川　孝治

大阪西北 松浦　正吉 大阪城南 野村　篤

大阪リバーサイド 中山　正隆 大阪中之島 （檜皮　悦子）

大阪船場 山川　良知 大阪大手前 柴田　博文

大阪心斎橋 田河　健司 大阪咲洲 小林　克俊

大阪西南 戸谷　大介 大阪東南 （橋本　友三）

大阪ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｼﾃｨ 佐田　幸夫 大阪天満橋 　 山本　喬一　

大阪アーバン 木下　宗尚 大阪天王寺 谷野　清孝

大阪うつぼ 森本　聡 二上　寛弘／向井　玄人

大阪西 （粟村　卓家） （和泉谷　研）

地区代表　重留　里咲 地区広報委員長　岡本千代恵

6
組

ローターアクト

2021-2022年度 クラブ青少年奉仕合同委員長会議 出席者一覧表②

4
組

3
組

学友会

会長　河田　恵樹

1
組

2
組

5
組

大阪帝塚山
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YEC委員会資料 1 

 青少年交換委員会報告をさせていただきます。例年は毎年約 5 人の長期青少年交換を行
っていますが、新型コロナウィルス感染拡大（以下 COVID19）により 2020-2021 年は派遣
中止、2021-2022 年は募集中止となりました。2022-2023 年派遣につきましてもコロナ禍の
最中である現状では募集再開に至っておりません。今後はワクチン接種により状況が好転
する可能性もある一方、新たな変異株の出現などリスク増大の可能性もある状況です。募集
再開の可否も含め新たな情報がある場合は地区HPに掲載いたしますのでご確認ください。
また、募集再開された場合でも COVID19 の状況や RIJYEM(RI)の指針・通達などにより派
遣中止となる可能性も十分あることをご了承ください。派遣学生には COVID19 ワクチン
の接種を強く推奨します（交換プログラムに参加するためには必須とお考えください）。IBS
と接するホストファミリーやカウンセラーなども同様です。 
 委員会では長期交換だけでなく短期交換も より積極的に実施したいと考えております。
各クラブ様におかれましては国際交流事業として長期交換とともに短期交換プログラムへ
の参加、ホストファミリーバンク登録へのご協力をお願い致します。また、IAC提唱クラブ
様におかれましては IAC 参加学生が青少年交換プログラムへの参加しやすくなる仕組み作
りのご検討をお願いします。 
 派遣を希望される方は募集再開可否に関わらず英語の勉強を続ける事をお勧めします。
もし、北米以外に派遣希望国（地区）があれば参考のため青少年交換委員会にお知らせくだ
さい。交換可能地区かどうか確認いたします。 

2022-2023 年青少年交換予定相手国（2021 年 8月 17 日現在） 
 フランス、フィンランド、台湾（いずれも over age 受入可） 
 現状、北米は交換再開に慎重、欧州と台湾は前向きです。 
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（参考資料）
国際ロータリー青少年交換 

短期交換プログラム (STEP) 参加申請書(抜粋) 
EEMA ( Europe   Eastern Mediterranean   Africa ) ２０１１年５月版 

本日本語版は EEMA 2011 final version を記入するにあたっての参考用に作成されたものです。

正式文書としては扱われません。記入時、署名時の内容確認の補助のためにお使いください。

（ＲＩＪＹＥＣ日本語版 ２０１７年５月策定） 

国際ロータリー第  地区青少年交換プログラム

申請書送付先： 

地区青少年交換委員またはクラブ青少年交

換委員は、横の記入欄に書類作成後の送付

先、上の地区番号欄に地区番号を記入した

うえで、本申請書を申請者に送付すること。

一般情報
この申請書はアドビリーダーで直接作成保存できるように作ってあります。アドビリーダー以外のソフトでは違ったレイアウトが表示されることや、入

力の一部ができないことがあります。アドビリーダーはhttp:// get.adobe.com/reader から入手できます。 

短期青少年交換の種類

● 家族間または個人間の交換 (ホームスティによる交換で１５歳から１９歳が対象)
申請書ページ 3-7 および付属書 A 
このプログラムは個人またはグループの参加者が、お互いに各国の家庭に数週間ホームスティを行うものです。このホームスティは参加者間

に相互に行われることが普通です。例えばブラジルとドイツの間で行われる交換の場合、ブラジルからドイツに数週間滞在した参加者がドイツ

の参加者を伴ってブラジルに渡るような事が想定されます。このような交換は通常、家庭間またはクラブ間で行われます。交換プログラムの期

間中、同じ国から来た学生や異なったいくつかの国の学生とともに旅行に参加することも、もちろん可能です。

● ユースキャンプや旅行(１５歳から２５歳までの主催者によって定められるユースキャンプまたは旅行の参加者）
申請書ページ 3-7 および付属書 B 
これらのキャンプや旅行は、数か国から集まった参加者により行われるもので通常夏季に行われます。キャンプはスポーツ、技術、自然、言

語、コンピューターや地域奉仕活動への参加が目的とされています。リーダーシップの養成や国際理解を目的に開催されることもあります。世

界各国の参加者が一堂に会すことで、参加者間の友好を通じ文化の違いの理解や国際理解の促進に役立ちます。障害を持った参加者がキャ

ンプや旅行に参加することももちろん可能ですが、ハンディキャンプと呼ばれるような介護者を必要とするより障害の程度の高い参加者の集うキ

ャンプや旅行に参加する場合には、この申請書に加え、さらに細かな書類が主催者から要求されることがあります。

Page1 
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国際ロータリー第 2660  地区
短期青少年交換プログラム
交換の規則と条件、派遣の許可と宣誓

ロータリークラブまたは地区から派遣される青少年交換学生として､交換に関する以下の規則と条件に同意しなければなりません。

いずれかの規則を侵害したばあい、プログラムから排除され、自費による早期帰国という結果を招くことがあります。

地元の状況に合わせて、必要な場合には､地区が本文書を修正したり､その他の規則を加えることがあります。

 交換の規則と条件

交換を成功させるための注意点

Page5

１) 受入国の法律を遵守しなければなりません｡法律に反する行為が発

覚した場合､派遺側や自国からは一切の支援も受けられません｡警

察から釈放され次第､直ちに自費で帰国をしなければなりません。

２) 交換学生である間は受入地区の管理下に置かれ､受人地区の交換

の規定に従わなければなりません｡両親あるいは法的保護者は､あ

なたに直接､他のいかなる活動も許可してはなりません｡プログラム

期間中は､受入国に住む親戚も､あなたに関する権利を有しないもの

とします。

３) 不法薬物の所有や使用は認められていません｡医師から処方された

薬は許可されています。

４) アルコール類の不法な所持や飲酒は固く禁じられています｡成人の

年齢に達している学生も飲酒を控えるべきです｡成人の年齢に達し

ており、ホストファミリーからアルコール類を勧められた場合、家庭内

でホストファミリーの監督の下での飲酒は許容されます。

５) 原動機を有する乗り物を運転してはいけません。自動車のみなら

ず、トラック、モーターバイク、飛行機、不整地走行車両、スノーモー

ビル、モーターボートやその他の水中水上の乗り物を運転すること

は許されません。また、それらの乗り物の運転教育プログラムに参

加することもできません。

６) 出発時から帰国時までを補償し､事故によるけがおよび疾病に対す

る医療および歯科治療､死亡の場合（遺体の本国送還を含む）、身体

障害／四肢切断の揚合､緊急医療移送､緊急訪問費用､24時間緊急
援助サービス､法的賠償責任に適用され､派遣ロータリークラブまた

は地区と相談し､受入ロータリークラブや地区が十分と認める額の旅

行保険に加入していなければなりません。

７) 往復のチケットを自国出発時に購入しておかなければなりません。

８) 派遣及び受入の地区またはクラブによって開催されるオリエンテー

ションに参加、また、訓練を受けなければなりません。

９) 交換中のあなたの健康を確保するために十分な経済的支援が必要

です｡受入地区によって､緊急時のための臨時資金を要請される場

合もあります｡未使用分の資金は､交換後に両親あるいは法的保護

者へ返還されます。

１０) 受入地区の旅行に関する規定に従わなければなりません｡旅行は､
ホストファミリーの両親と一緒の場合､または受入ロータリークラブや

地区から許可されたロータリークラブや地区の行事のために適切な

成人の付添い人がついた場合に許可されます｡受入地区とクラブ､

ホストファミリーおよび、未成年者の場合その両親や法的保護者は､

その他の旅行について、ロータリーをその義務と法的責任から免除

し､書面によって承認を行わなければなりません。

１１) 受入地区及び未成年者の場合両親または、法的保護者の双方から
同意を得られる経路によって本国に直接帰国しなければなりませ

ん。

１２) 早期帰国にかかる費用またはその他の例外的な費用（言語個別指
導､旅行など）は、あなたと両親または法的保護者の負担となりま

す。

１３) 本国を出発する前に､最初のホストファミリーと連絡をとっておくべき
です｡ホストファミリーの情報は、出発に先立って､受入クラブまたは

地区から提供されます。

１４) 交換中に両親や法的保護者､兄弟､または友人が訪問することは極
力避けるようにしてください｡このような訪問は､受入クラブと地区が

同意し､その指針に従ってのみ行うことができます｡

１５) 虐待またはハラスメントにあった場合は､受入クラブのカウンセラー､
ホストファミリーの両親またはその他の信頼できる大人に相談してく

ださい。

１) 喫煙は控えてください。申請書に喫煙しないと記入した場合､交換

中を通して喫煙することはできません｡あなたの受入れとホストファ

ミリーの選定は､あなたの署名した声明に基いて行われます｡

２) 受入側の意向を尊重してください｡ホストファミリーの大切な一員と

して､あなたと同じ年頃の学生や子供が普通に行うような家事の手

伝いや責務を引き受けてください。

３) 受入国の言語の基礎を学んでください｡

４) ロータリーの提唱する行事や、ホームスティしている場合にはホス

トファミリーの行事に出席し､こうした行事に関心を示してください｡

参加にあたっては､頼まれるのを待つのではなく、自ら進んで行っ

てください｡

５) 恋愛行動を避けてください｡性的行為は謹んでください。

６) お金を借りてはいけません｡請求書については速やかに支払いを

行ってください｡家庭の電話やコンピューターを使用する際は許可

を求め､すべての通話時間やインターネットの使用時間を記録し､

毎月自分の使用した分の費用をホストファミリーに支払ってくださ

い。

７) インターネットおよび携帯電話の使用を制限してください｡過度また

は不適切な使用は認められていません。

８) 旅行に出かけたり､行事に出席する機会が与えられた場合、出発

前に、自己負担すべき費用や自分の責任についてよく理解してお

いてください。
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医療に関する許可および免責

私たち、申請者の医療及び健康に関する唯一かつ法的な決定権を有する申請者の両親／法的保護者は、申請者がロータリー青少年交換学生として

プログラムに参加する間、以下に記された通り､免責を行い､許可を与えるものとします。

・ 事故あるいは病気の場合､私たち／私は、ロータリアン､ロータリー活動で委任された付添い人､および／または学生のホストファミリーの両親

が､治療をするための適切な医療機関と医師／歯科医を選択することを認めます。

・ 私たち／私は、医師が息子／娘／被保護者の治療に必要または妥当と判断する手術､麻酔薬投与､あるいは輸血を許可します。

・ 私たち／私はさらに緊急時に息子／娘／被保護者に必要とされ､免許を有する医師､外科医あるいは歯科医による医療または外科治療に同意

します｡

私たちは､最終的な結果に関わりなく、緊急時の介入に関して、国際ロータリー、ロータリー地区、ロータリークラブ、ロータリアン、ロータリーの付添い

人､あるいはホストファミリーの免責に同意します。私たちは､行われた医療行為に関して､保険で補償されない部分のすべての財政的義務を担うことに同

意します。

申請者による宣言

申請者の本プログラムヘの採用および参加に鑑みて、以下に署名した申請者は､法の許す限りで､過失あるいは不作為から起こる可能性も含め､いか

なる損失、物的損害､個人の死傷に対する責任についても､重大な過失あるいは意図的な行為がある場合を除き､受入国との往復の旅行中を含め本青少

年交換プログラムに申請者が参加したことにより、または参加中に申請者損害を与えた場合または申し立てをした場合､すべてのホストファミリーのメンバ

ー、および派遣側と受入側のロータリークラブと地区､国際ロータリーのすべての会員､役員､理事､委員会委員､職員を解放し､免責し、保護しかつ損害を

与えないことに同意します。

・ 以下に署名した申請者として、交換のプログラム規定および条件を読み、理解したことをここに表明します｡私はこれらの規定と､交換学生として

受入国に滞在中に当然の通知をもって私に課されるその他の規定に従うことに同意します。

・ 私たちは､青少年と接する際の行動規範に関する声明を読み､理解したことを証明します｡私たちは､すべてのロータリアンおよびホストファミリー

も同声明を読み､理解することが求められているのを承諾します｡私は､交換生として選ばれた場合､虐待およびハラスメントに関する研修と書面

による資料を提供され､これには､私が虐待やハラスメントを受けた際に連絡すべき人物の連絡先が含まれていることを理解します。

私は良好な健康状態と人格を持ち、ロータリー青少年交換学生として､また青少年親善使節としての役割の重要性を理解し､派遣ロータリークラブや地

区､学校､地域社会､都道府県、および国を代表するよう選ばれた際は､私が全力を尽くす限りでロータリー青少年交換学生に求められる高い基準を維持

することを証明します｡さらに､私は本申請書式と添付書類に含まれるすべての資料は、私の知る限りにおいて､真実かつ正確であることを表明します。

申請者の保護者による宣言

申請者の本プログラムヘの採用および参加に鑑みて、以下に署名した申請者の両親または法的保護者は､法の許す限りで､過失あるいは不作為から

起こる可能性も含め､いかなる損失、物的損害､個人の死傷に対する責任についても､重大な過失あるいは意図的な行為がある場合を除き､受入国との往

復の旅行中を含め本青少年交換プログラムに申請者が参加したことにより、または参加中に申請者､両親あるいは保護者が損害を与えた場合または申

し立てをした場合､すべてのホストファミリーのメンバー、および派遣側と受入側のロータリークラブと地区､国際ロータリーのすべての会員､役員､理事､委

員会委員､職員を解放し､免責し、保護しかつ損害を与えないことに同意します。

・ 私たちは、交換のプログラム規定および条件を読み、理解し、それに従うことをここに表明します｡

・ 私たちは､青少年と接する際の行動規範に関する声明を読み､理解したことを証明します｡私たちは､すべてのロータリアンおよびホストファミリ

ーも同声明を読み､理解することを求められていることを承知しています

・ 私たちは、申請者が受け入れ地区に旅行を行うことを承諾します。
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資料（抜粋） 

ホストファミリー・バンク登録へのお誘い 

拝啓 日頃はロータリークラブ活動にご尽力をいただき誠にありがとうございます。 

さて、早速ですが当地区は青少年奉仕活動の一環として｢青少年交換プログラム｣を実施する認定を

国際ロータリーより受けています。 

（注:青少年交換は国際ロータリーに認定された地区だけが実施できるプログラムです。) 

このプログラムには長期交換・短期交換、新世代交換の3種類の交換プログラムがあり、中でも長

期交換は国際理解と親善を推進するため、各クラブか海外のロータリークラブとお互いの高校生を

交換し、相互の文化や習慣を体験させるもので、当地区は1994年度以降、延べ239名を20カ国以上

（表1参照）と交換してきた実績があります。 

このプログラムは参加する青少年だけでなく、受け入れるロータリークラブやホストファミリー、

そして地域社会にも非常に多くの恩恵をもたらしています。 

交換学生達は、青少年交換を通じて、他国での生活のあらゆる面をホストファミリーから学び、

他国の教育制度を体験する事により、学業面でも人間的にも成長を遂げ、世界に対する視野が広が

るとともに、自己に対する理解も深まります。 

同時に、受け入れクラブ、ホストファミリー、そして地域社会全体も異文化出身の学生との親密

な交流を通じて豊かになることができます。 

従来はホストファミリーになりたくても、所属クラブが青少年交換プログラムに参加していない

とその機会がありませんでした。 

そこで、当地区青少年交換委員会は【ホストファミリーバンク】を設立・運営し、より多くの方に

ホストファミリーとしてロータリーの国際的な素晴らしい奉仕活動に直接参加する機会を提供し

ています。ロータリアン自身、または知人の方をホストファミリーとして【ホストファミリーバン

ク】に事前登録していただくことで、所属クラブに依存することなくホストファミリーを受けるこ

とができるようになりました。 

ホストファミリーとして、私達の未来を託す学生と交流し、青少年の育成と同時に自身の見聞を広

める機会を体験して下さい。 

敬具 

表１：第 2660 地区交換実績（1994 年度以降の相手国と延べ人数） 

相手国 人数 相手国 人数 相手国 人数 相手国 人数

アメリカ 91 ハンガリー 8 インド 2 オーストリア 1 

カナダ 32 ニュージーランド 6 スイス 2 メキシコ 1 

ドイツ 15 ポーランド 6 スウェーデン 2 台湾 1 

フランス 25 チェコ 4 スペイン 2 不明 1 

フィンランド 18 ブラジル 6 ノルウェー 2   

ベルギー 9 オーストラリア 4 アルゼンチン 1   
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ホストファミリーバンク 登録要項 

ホストファミリーの経験がない方には多くの不安があり、登録をためらわれるご家庭もあるかもし

れませんが、実際に受け入れする場合には、ホストファミリーを対象にした説明会やオリエンテー

ションもご用意しておりますし、初めての方には短期間（春休みなど）の受け入れを体験していた

だく事もできますので、どの様なことでもご相談下さい。 

※受入れ場所： 第 2660 地区内、または近隣地区（通学可能範囲） 

 （受入学生の学校は複数あり、年度により異なります） 

※受入れ期間： 3 ヶ月前後（短期の登録も可） 

※受入れ時期： 受入れをお願いする時に改めて受入れの可否をお伺いします。 

※受入れ辞退： ホストファミリーバンクへの登録はホストファミリーを強要するものではありま

せん。ホストファミリーの事情を最優先しますので、受入れ時期やご家族の状況な

どにより受入れを辞退する事ができます。 

※主な役割： 家族の一員（他の家族と同じ権利や義務を与える）として受入れ、日本（家庭）で

の習慣について適応できるように助ける。 

※部屋の確保： 原則として個室をしよう（同性同世代の同室も可能） 

※外国語： 必要ありません。 

※登録手続き： 添付の別紙｢ホストファミリーバンク登録申込書｣にご記入下さい。 

 （申込者がロータリアン以外の場合、推薦ロータリアンの欄もご記入願います。） 

※申込先： 国際ロータリー第 2660 地区 青少年交換委員会 ホストファミリーバンク係 

 〒541-0052 大阪市中央区安土町 1-5-11 トヤマビル東館 6階 

TEL:06-6264-2660 FAX:06-6264-2661 Email:gov@ri2660.gr.jp 

※その他： 詳細についてのお問い合わせは、ガバナー事務所までご連絡下さい。 
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